
 
 
 

定例監査の結果に係る措置状況について 

 
地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定例監査の結果（令和７年６月

３０日付け公表）に係る措置状況の通知が別紙のとおりあったので、同条第１４項の規定

により公表する。 
 
                                
  令和７年８月２８日  
 
                    山形市監査委員 山 川 稔 彦 
                       同    伊 藤 明 彦 
                       同    鈴 木   進 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
   こ 未 第 ８１ 号 

令和７年７月３１日 

 山形市監査委員 様 

                         山形市長 佐藤 孝弘    
 

こども未来部定例監査結果についての措置状況（通知） 
 
 令和７年６月３０日付けで通知のあった定例監査の結果について、下記のとおり措置

を講じたので通知します。 
記 

課 等 名 監 査 の 結 果               措 置 状 況               

こども家庭

支援課 
指摘事項  
 次のとおり是正又は改善を要す

る事項があったので、適切な措置 
を講じられたい。 

 

１ 切手の管理において、切手類受

払簿に切手の払出の記載がない

ものがあった。 

１ 直ちに受払簿の記載方法及び管

理体制について改善し、課内共通

の認識で切手の使用時は、使用者

と庶務担当で確認し、記載するこ

ととしました。また、月末の確認

時の残枚数と受払の履歴の確認を

徹底してまいります。 
必要以上に在庫を持たないこと

についても、注意してまいります。 

こども家庭

センター 
指摘事項  
 次のとおり是正又は改善を要す

る事項があったので、適切な措置 
を講じられたい。 

 

１ 支援対象児童等見守り強化事

業等にかかるデジタルソーシャ

ルワーク等業務の委託契約事務

において、契約決定通知書に記号

及び番号が付されず、公印の押印

がないまま発送されていた。 

１ 課内で当該契約を含む今年度契

約中のすべての事務処理手続につ

いて誤りがないか担当者と文書指

導主任において点検し、誤りがな

いことを確認しました。今後は、

文書管理規程に基づき、適切な事

務処理を行ってまいります。 

 



（様式） 

   道 整 第 ２ ９ 号 

令 和 ７ 年 ７ 月 ３ ０ 日 
   山形市監査委員 様 
 
                         山形市長 佐藤 孝弘 
 

都市整備部定例監査結果についての措置状況（通知） 
 令和 ７年 ６月３０日付けで通知のあった定例監査の結果について、下記のとおり

措置を講じたので通知します。 
記 

課 等 名 監 査 の 結 果               措 置 状 況               

 
道路整備課 

指摘事項 
次のとおり是正又は改善を要す

る事項があったので、適切な措置 
を講じられたい。 

 

１ 一般国道１１２号(山形市・寒河

江市間)整備促進期成同盟会の経

理事務において、立替払をしてい

るものがあった。 

１ 立替払は地方自治法に規定さ

れていない処理であることを課

内で改めて周知徹底いたしまし

た。 
今後は、職員の相互確認による

再発防止と適正な経理事務に努

めてまいります。 
 

意見 
 次のとおり事務事業における改

善等で、必要と認められる事項があ

ったので適切な措置を講じられた

い。 

 

１ 工事請負契約事務において、 
少額随意契約とする合理的な理

由や意図的に契約を分割して少

額随意契約としていないか等の

適正性の検証が必要であると思

慮されるものがあった。 
 ・市道鈴川青野線道路改良工事に

伴う道路摺付け工事 
 ・市道中野南線道路改良工事に伴

う排水構造物設置工事⑵、市道

中野南線道路改良工事に伴う

取付道路設置工事、市道中野南

線道路改良工事に伴う安全施

設設置工事 

１ 監査委員聞き取り後に、質疑内

容及び監査委員からのご意見を

課職員に周知徹底いたしました。 
また、講評後に、都市整備部及

びまちづくり政策部の関係各課

に対し、この度のご意見を周知徹

底するとともに、今後、以下の点

について適切な対応に努めるこ

とを確認いたしました。 
 
・ 工事請負契約事務において、地

方自治法をはじめ契約に関する

法令を遵守するとともに、工事請

負業者に対する適正な対価保証 



  ・市道上野南坂線ほか道路改良工

事に伴う農業用給水管補償工

事、市道上野南坂線ほか道路改

良工事に伴う照明灯設置工事、

市道上野南坂線ほか道路改良

工事に伴う農業用給水管補償

工事⑵ 
 
  この度の監査における工事請

負契約の中には、同一施工箇所ま

たは隣接した場所等において、密

接に関連する複数の工事が、別々

の工事として発注され、同一の工

事請負業者と重複して契約して

いるものがあった。 
  これらの工事請負契約は、経済

的、効率的かつ効果的な事務を執

行するという観点において、工事

請負業者に対する適正な対価の

保証と適正な工期の設定や工事

請負契約事務手続きの透明性の

確保などの点で合理的な理由が

確認できない状況であった。 
  令和７年３月２８日付の地方

自治法施行令の改正に伴い、少額

随意契約の基準が改正されたこ

との意義を踏まえながら、今後、

少額随意契約とする場合や分割

発注する場合等においては、その

合理的な理由や、その適正性につ

いて十分に留意のうえ、事務の執

行にあたられたい。 
  なお、少額随意契約について

は、平成１７年２月２５日付の財

務省主計局通知「随意契約に関す

る事務の取扱い等について」にお

いて、当該随意契約の予定価格が

関係法令等の各号に定める金額

を超えていないかの確認にとど

まることなく、「同一の者と少額

随意契約を複数回行っているも

のについて、合理的な理由の有

無、意図的に契約を分割して少額

随意契約としていないか等適正

性の確認」について重点的に監査

を行うこととされている。 

と工期設定や、事務手続きの透明

性確保などの点を踏まえ、発注方

法を十分検討したうえで、適切な

契約事務に努める。 
 
・ 必要工事が発生した箇所におい

て、同一または隣接した箇所で、

他の本体工事の工期中である場

合には、設計変更事務取扱要領に

基づいたうえで、契約変更による

増工にて対応することを基本と

する。 
 
・ 同一または隣接した箇所で複数

の工事が発生する場合には、一体

として発注することを基本とす

る。 
 

・ 上記により難く、少額随意契約

とする場合や分割発注する場合

等には、合理的な理由や適正性を

十分検討したうえで発注する。 
 

 


